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本書面は ,令和 3年 5月 26日 付 け原告 ら準備書面 35｀ (以 下「原告 ら準備書

面 35」 とい う。)及び令和 3年 6月 1日 付 け原告 ら準備書面 36(以 下「原告

ら準備書面 36」 とい う。)を 踏まえて ,被告の主張を補充す るとともに,両書

面における原告 らの主張に理 由がないことを明 らかにす るものである。

第 1 原告 ら準備書面 35に ついて

原告 らは,原告 ら準備書面 35に おいて,被告が地震規模 を求めるにあ

た り,地震ガイ ド
lI.3.2.3(2)が

規定す る「経験式が有す るば らつ

き」を考慮 していない旨を主張す るが ,以 下 ,本項で詳述す るとお り,被告

は,本件発電所における地域特性 (「震源特性」,地震波の 「伝播特性」及

び地盤 の「増幅特性」)を十分把握 し,経験式が平均像 を示す ものであるこ

とを踏まえ,「不確かさ」
((基
本震源モデルの時点で保守的なパラメータ設

定を行うことも含む。以下同じ。)を考慮した地震動評価を行うことによつ

て,「経験式が有するばらつき」を適切に考慮 し,基準地震動を策定してお

り (被告準備書面 (4)第 2の 2(1)イ (イ )a(89買 以下),′被告準備書面

(21)第 3(93頁 以下)),原 告らの主張に理由はない。  .

以下では,1及び 2において,本件発電所の地震動評価において地域特性

を踏まえた「不確かさ」を考慮することによつて,「 ばらつき」を考慮 した

といえることについて,基準地震動の策定の実務及び現在の科学的知1見 を

踏まえた主張を補充する。そして,3において,被告が基準地震動の策定に

あたって,適切に「不確かさ」を考慮し,「 ばらうき」を踏まえた地震動評
と

価を行つていることについて述べる。その上で,4において,原告らの各主

張に理 由がないことを述べ る。

l 本件発電所の基準地震動の策定における 「ば らつき」の考慮について

1 基準地震動及び耐震設計方針 に係 る審査ガイ ド (原子力規制委員会,平成 25年 6月 )

1



被告は,本件発電所の基準地震動 を策定す るにあた り,本件発電所 の地

域特性 を十分に踏まえた 「不確か さ」 を考慮す ることによ って ,「 ば らつ

き」を考慮している。

すなわち,経験式は,実際の地震観測記録等のデータから回帰分析され

たものであるところ,経験式の基となったデータ (地震観測記録)が有する

地域特性は様々であるので,地域特性の違いが反映されて,経験式とその

基となるデータとの間に乖離 (ば らつき)が生じる。そして,地域特性は地

点ごとに異なるので,個 々の観測記録と経験式の間に存在する乖離を別の

地点の地震動を評価する際にそのまま考慮することは,本件発電所の立地

する地域とは全く特性の異なる地域で発生する地震に基づいて地震動評価

を行うことを意味することに他ならず;科学的に不合理である2。 (被告準

備書面 (4)第 2の 2(1)イ (イ )a(89頁 以下),被告準備書面 (21)

第 3の 1(1)ア (95頁以下))

本件発電所の基準地震動の策定において重要なのは,詳細な調査を行っ

た上で,本件発電所における地域特性を十分に把握し,そ の地域特性をし

うかりと地震動評価に反映すること,そ して,経験式が平均像を示すもの

であることを踏まえて,地震動評価が過小とならないよう,適切に「不確か

さ」を考慮した評価を行うことである。

そして,i地震動評価における不確かさの考慮とは,地震動の評価過程に

は,震源断層の長さやアスペリティの位置 。大きさなど様々なパラメータ

2 例えば,地域特性のうち,観 測点 ごとに異なるサイ ト増幅特性 (地盤の増幅特性 )の 影響
を取 り除くだけで ,倍 /半 分か ら2.5倍 /2.5分 の 1レ ベルの変動が, 1.5倍 /1.
5分 の 1レ ベルまで低下するといったような分析例 もある (乙 541(96頁 ))と ころァ
地震動が増幅しやすい軟弱な地点の観測記録 も含む基データのばらつきを,本件発電所の敷

地のような地震動が増幅 しにくい硬質な地盤の地点における地震動評価 において考慮する

のは科学的に不合理である。
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に不確かさがあるところ, こうしたパラメータについて,敷地における地

震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータ (不確か

さを考慮 した際 に解 に与える影響が相対的に大きなパ ラメータ)を 分析 し

てそのパ ラメータを保守的に変更 (例 :震源断層の長さを長 くする。アスペ

リティの位置 を敷地 に近づける。)し て地震動 を評価することをいう (乙 4

38(245頁 )注釈 2)。

新規制基準 においては,選定 した検 討用地震 ごとに,不確かさを考慮 し

て ,「応答スペク トル に基づ く地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法

による地震動評価」の双方を実施し,震源から解放基盤表面までの地震波

の伝播特性を反映して基準地震動を策定する旨定めている (設置許可基準

規則の解釈
3別記 2の 5二 (乙 67(126頁 )′ ))。 基準地震動の策定過

程に伴う各種の不確かさについては,敷地における地震動評価に大きな影

響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分析した上で必要に

応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮することが求

められている (設置許可基準規則の解釈別記 2の 5二⑤ (乙 67(128

頁)))。

2 基準地震動の策定の実務及び現在の科学的知見を踏まえると,地域特性

を踏まえた「不確かさ」を考慮することによって「ばらつき」を考慮したと

いえることについて

(1)基準地震動の策定の実務における「ばらつき」の考慮について

「ばらつき」と「不確かさ」という用語は;日 常的に用いられている言

葉ではあるが,専門分野において用いられる場合は,具体的な使用場面

3 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置 ,構造及び設備の基準に関する規則の解釈 (平
成 25年 6月 原子力規制委員会決定 )
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ごとに異な った意味内容で用い られ ることが あ り得 るもの として理解 さ

れている (乙 5424(、 1～ 5頁 ))。

そして,基準地震動策定の場面において,.「 ばらつき」と「不確かさ」

という用語がどのような意義等で用いられているかについても,具体的

な使用場面に即した意味内容の検討が必要になる。このような観点から

見ると,基準地震動の策定の実務においては,決定論的評価手法が基本

とされ,全てのモデル・計算式とそのモデル・パラメータは事前に決定さ

れており,使用される経験式や物理式から導かれた値は,全て建前上は

真値として扱われる。もっとも,実際にはそれらの値の全てが真値であ

るという保証はないことから,できる限り真値に近い値や真値と思われ

る値を用いてモデルを構築しつつも,それらの値に含まれる「不確かさ」

を別途考慮することとされている (設置許可基準規則の解釈別記 2の 5

二⑤)。 そして,こ こでいう「不確かさ」が,実際の観測値の散らばり,

つまり「ばらつき」が生じた原因ともいうべきものであることからする

と,基準地震動の策定の実務においては,使用される経験式や物理式か

ら算出される建前上の真値からの偏差は,こ れを観測値 (結果)と してみ

ると「ばらつき」であり,他方,モデルに取り込んで検討すべきもの (原

4 乙 542,乙 543及 び乙 544は ,大阪高裁令和 3年 (行 コ)第 4号 (大 阪地裁令和 2
年 12月 4日 判決 (甲 B156)の 控訴事件)において控訴人である国が提出した書証につ
いて,被告が原子力規制委員会委員長に対して行政文書開示請求 (乙 545,乙 546及 び
乙 547)を 行い,開 示決定 (乙 548,乙 549及 び乙 550)を 受けて入手したもので
ある。いずれも乙 548,乙 549及 び乙 550記 載のとおり,特定の個人を識別すること
ができる情報 (署 名,押印 ,経歴等)に ついては不開示としてマスキングがなされているが ,

同事件の被控訴人らがウェブペ
エジ (乙 551)に 開示している国提出の令和 3年 6月 8日

付け証拠説明書 (2)(乙 552)と 併せ見れば,「 乙第 269号 証」との記載がある乙 5
42の 作成者は川瀬博京都大学特任教授であること,「 乙第 270号 証」との記載がある乙
543の 作成者は入倉孝次郎京都大学名誉教授であること,「乙第 271号 証」との記載が
ある乙 544の 作成者は釜江克宏京都大学特任教授であることがわかる。
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因)と 考えれば「不確かさ」であるということができる。以上の点は,地

震学や地震工学等の専門家であり,地震等検討小委員会 5の委員であつた

川瀬博京都大学特任教授,入倉孝次郎京都大学名誉教授及び釜江克宏京

都大学特任教授が一致して述べているところである (乙 542(5～ 1

0頁 ),乙 543(1～ 2東 ),乙 544(3γ 4頁 ))。

このように,決定論的評価手法を採用する基準地震動の策定の実務に

おいては,「 ばらつき」と「不確かさ」とを全く別の概念と捉えるのでは

なく;「ばらつき」は「不確かさ」を考慮することによって解決す oと い

う関係にあるものと理解されており,原子力規制委員会も,経験式が上

記のような「ばらつき」を有すること (経験式の元になる観測デ‐夕に散

らばりがあること)を 当然の前提とした上で,設置許可基準規則 6を具体

化する設置許可基準規則の解釈を策定するにあたって,支配的なパラメ

ータの 「不確かさ」を考慮することで保守的な地震動評価を行うべきも

のとしているのであり (乙:553),設 置許可基準規則の解釈別記 2の 5

二⑤はその現れの一つであると考えられる。

121 現在の地震学,地震工学等の科学的,知見からみた「ばらつき」の考慮に

ついて

保守的な地震動評価 を行 うにあたって ,「 ばらつき」を支配的なパ ラメ

ータの「不確かさ」で考慮するという考え方は,現在 の地震学 ,地震工学

5 地震・津波関連指針等検｀討小委員会。原子力安全委員会の原子力安全基準・指針専門部会
において,それまでに蓄積された知見,2011年 東北地方太平洋沖地震及び津波に係る知
見 ,東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故の教訓を踏まえ,安全確保策の抜

本的な見直しに関する検討を行 うにあたり,専 門的かつ効率的な審議に資するために設置さ

れたボ委員会であり,「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」及び関連の指針類に

反映すべき事項等について検討を行うことを目的に平成 23年 6月 に設置された。
6 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25
年原子力規制委員会規則第 5号 )
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等において広く是認されているものである。このことは,川瀬博京都大

学特任教授作成 (作成時の肩書きは特定教授)の報告書 (乙 541)に お

いて,震源断層面の設定や地震動評価上の各種不確かさが十分に考慮さ

れているといえる場合には,'さ らに重畳して,経験式から算出された地

震規模の値に上乗せをすることは必要がないと述べられている (乙 54

1(13頁 ))こ とからも明らかであるということができる。また,こ の

点については,釜江克宏京都大学特任教授作成の意見書 (乙 544)に お

いて,「本来す「不確かさ」と「ばらつき」は意味が異なりますが,(中

円各)原子力施設における基準地震動の策定の申請・審査実務においては

「不確かさ」と「ばらつき」は区別されずに使われており,旧原子力安全

委員会における耐震設計審査指針の改訂等に携わった,私 を含む専門家

の間でも,「 ばらつき」は「不確かさ」によって生じ:両者は等価な関係

(「不確かさ」の
~考
慮によって解決)に あるとの理解が共通認識となって

いましたと」 (乙 544(3頁 )),「震源断層の長さの不確かさとして

保守的に長く評価すること (震源断層面積 Sを 大きく評価することと等

価)と ,経験式から外れて震源断層面積 Sに対する地震モーメントMOを

大きく評価することを同時に考えることは,震涼断層長さに対する「不

確かさ」と,その不確かさに起因して生じるデータの「ばらつき」の両方

を考慮しているに等しく (ダブルカウント),過剰で不必要な考慮になる

と考えています。」 (乙 544(4頁 ))と 述べられているほか,入倉孝

次郎京都大学名誉教授作成の意見書 (乙 543)に おいても,「入倉・三

宅式のプロットデータの「ばらつき」は,地震動評価において考慮する

様々なパラメータの 「不確かさ」が複合的に影響することで現れた一つ

の側面として捉えることができ,地震動に支配的なパラメータの 「不確
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かさ」カミ考慮できている場合は,地震モーメントMOの データの「ばらつ

き」分を上乗せする必要は無い。」 (乙 543(14頁 ))と述べられて

いるところである。こうした地震学 ,「 地震工学等の専門家の意見を踏ま

えれば,「ばらつき」を地震動に支配的なパラメータの「不確かさ」で考

慮するという手法は,現在の地震学,地震工学等の科学的知見からも合

理的であるといえる。

(31 小括

以上のとおり,基準地震動の策定の実務及び現在の科学的知見を踏ま

えると,!「不確かさ」を考慮することによって「ばらつき」を考慮したと

いうことができる。したがつて,上記 1で述べた本件発電所の基準地震

動の策定における「ばらつき」の考慮,すなわち,詳細な調査を行った上

で,本件発電所におけるナ也域特性を十分に把握し,そ の地域特性をしっ

′ かりと地震動評価に反映すること,そ して,経験式が平均像を示すもの

であることを踏まえて,地震動評価が過小とならないよう,適切に「不確

かさ」を考慮した評価を行うことによって 「ばらつき」を考慮すること

は,基準地震動の策定の実務及び現在の科学的知見からも合理的といえ

るのである。

3 被告が基準地震動の策定において,適切に「不確かさ」を考慮し,「 ばら

つき」を踏まえた地震動評価を行っていることについて

(1)被 告は,詳細な調査により本件邦電所の地域特性を十分に把握し, こ

れを踏まえ,本件発電所に大きな影響を及ぼすことが予想される地震 (検

討用地震)を 適切に選定するとともに,そ の地震によって本件発電所の

敷地にもたらされる地震動を想定し, これを基に基準地震動を策定して

いる。
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そして,地震動評価にあたっては,それぞれの地震につき,応答スペク

トルに基づく手法と断層モデルを用いた手法の 2つ の手法を用いている。

これら性格が異なる 2つ の手法を併用することで信頼性の高い基準地震

動を策定できることは,被告準備書面 (21)(93～ 95頁 )で主張し

たとおりである。また,両手法で考慮した不確かさについて,応答スペク

トルに基づく手法で考慮した不確かさについては,被告準備書面 (21)

第 3の 1(95頁 以下)に おいて,断層モデルを用いた手法で考慮した不

確かさについては,同書面第 3の 2(118頁 以下)において,それぞれ

詳述 したとおりであり,それぞれ異なる性格を持つ手法であることから,

それぞれの手法に応じた不確かさも考慮している。被告が選定した検討

用地震ごとに考慮した不確かさの概要は以下のとおりである。

①内陸地殻内地震

内陸地殻内地震の検討用地震として選定した敷地前面海域の断層群

(中央構造線断層帯)に ついては,基本震源モデルの設定にあたり,隣

り合う!活動セグメント
7と の連動,ア スペリティ

8位置等の不確かさをあ

らかじめ織り込んだ (乙 37(20～ 24頁 ))。 断層長さについては ,

最大規模を想定するとの観点から

'中
央構造線断層帯と九州側の別府

一万年山断層帯が全区間 (約 4 8 0km)に おいて連動するケースを基

本としつつ,四国西部の区間 (約 1 3 0km)で連動するケース及び敷地

前面海域の断層群 (約 5 4km)単 独で活動するケ■スについてもそれ

7 セグメントとは,活 断層を,過去の活動時期,平均変位速度,平均活動間隔,変位の向き
などに基づいて区分した断層区間のことで,固有地震を繰 り返す活断層の最小単元と考える

ことができる。

8 アスペリティとは,地震を起こす震源断層面の中でも強く固着した領域のことであり,こ
の部分がずれると特に大きなずれを生じ,大 きな揺れが生じる。
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ぞれ不確かさを考慮した解析を行った (乙 13(6-5下 31頁 ),乙

37(36～ 37頁 ))。 また,断膚モデルを用いた手法による地震動

評価において必要なパラメータ (地震モーメント
9,平均応力降下量

10,

アスペリティの応力降下量等)を 設定する上で用いるスケーリング則

Hに ついては,壇ほか (2011)12(乙 43)を 基本として採用した

(乙 37(25～ 27頁))上 で,さ らに,断層長さ約 4 8 0kn及 び

約 1 3 0kmの モデルではFujil and Matsu'ura(2

「000)13の スケーリング則を,約 5 4kmの モデルでは入倉 。三宅 (2

001)14の 地震モ▼メントにFujii and Matsu!ura

(2000)の 平均応力降下量を組み合わせて用いる手法をそれぞれ

基本震源モデルに織り込んだ。 (乙 37(36～ 37頁 ))

不確かさの考慮にあたっては;地震動評価における各種の不確かさ

の分類 。分析を行い,地震発生時の環境に左右される偶然的な不確か

さ (破壊開始点等)及び事前にモデルを特定することが困難な不確か

さ (ア スペリティ深さ,断層長さ (連動)等 )に ついてはあらかじめ基

本震源モデルに織り込んだЬすなわち,偶然的な不確かさや特定困難

な不確かさについては,断層長さ約 48ok皿 ,約 1 3 0km及 び約 54

9 断層運動としての地震の規模を表すもので,断層付近の岩盤の硬さを表す剛性率,断層の
平均すべり量∫断層面積の積として表される。

10 震源断層面上における地震発生直前の応力と地震発生直後の応力との差を指す。地震は ,
岩盤に蓄積されていた応力が ,震源断層面がずれるエネルギTと なって解放されるものであ
るため,応 力降下量は,地 震により解放されたエネルギーを示しているともいえる。
H 断層長さ,幅 ,面積 ,応 力降下量,地震モーメント,ア スペリティ面積等の間に存在する
一定の相似則 ,又はこれを経験的に関係式で示したもの
12 長大横ずれ断層による内陸地震の平均動的応力降下量の推定と強震動予測のためのアス
ペリティモデルの設定方法への応用,20H,日 本建築学会構造系論文集,第 670号 ,2041-
2050.

18  Regional  difference  in scaling liaws  for  large earthquakes and  its  tectonic
i血plication, Pu′ re and Applied Geophysics, 2000, Vol. 157, 2283-2302  _

14 シナリオ地震の強震動予測 ,2001,地 学雑誌,Vol.HO,849-875

９
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kmの 各基本震源モデルに,ア スペリティ深さの不確かさとして保守的

に断層上端にアスペリティを配置し,破壊開始点の不確かさとして地

震動評価への影響が大きくなるよう断層東下端,中央下端及び西下端

の 3か所に設定 (た だし,特 に地震動評価への影響が大きい応力降下

量に係る不確かさを考慮するケースでは 5か所に設定)し ,事前の調

査,経験式等によってモデルを特定することが可能な不確かさ,すな

わち,①応力降下量,②地質境界断層の傾斜角 (北傾斜),③断層傾斜

角 (南傾斜),④破壊伝播速度及び⑤ Tス ペリテイの平面位章について

は,基本震源モデルに重畳させる不確かさ,換言すれば独立した不確

かさとして考慮した。 (乙 37(20｀ 24頁 , 37頁 ))

(以上,乙 13(6-5-31～ 6-5-33頁 ))

②海洋プレー ト内地震

海洋プレー ト内地震の検討用地震として選定した 1649年 安芸・

伊予の地震 (M6.9)に ついては,基本震源モデルの設定にあたり,

地震の発生位置,地震規模及び断層破壊の開始点の不確かさをあらか

じめ織り込むこととし,本件発電所の敷地の下方 (真下)に本件発電所

の敷地周辺地域での既往最大規模 (1854年 伊予西部地震のM7.

0)と なるM7.0の 地震を仮定した「想定スラブ内地震 15」 を基本震

源モデルに設定した。

不確かさの考慮においては,2001年 芸予地震 (M6.7)を 再現

したモデルをM7.0に 較正したケース,敷地の真下に想定する地震

規模をM7.2と したケース,ア スペリティの位置を断層上端に配置

15 スラブ内地震は,沈 み込む海洋プレー ト (ス ラブ)の 内部で破断を生 じることによって引
き起 こされる地震をいう。地震の発生様式 としては海洋プレー ト内地震に分類される。
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:し たケース ,敷地東方の領域 に水平に近い断層面 を考慮 したケース (M

7.4)を 設定 した。 (乙 13(6-5-33～ 6-5-34頁 ))

4

③プレー ト間地震

プレー ト間地震については,検討用地震として選定した内閣府検討

会 (2012b)の 南海 トラフの巨大地震 (陸側ケース)を 基本震源モ

デルとした。

このモデルは,あ らゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大地震と

して,過去最大規模の宝永地震 (M8.6)や 中央防災会議 (2003)
16の 想定南海地震モデル (M8.6)を 上回る想定で作成されたモデル

であるため,十分に不確かさが考慮されたものであるが,設定された

強震動生成域 17に 加え,さ らに敷地直下にも強震動生成域を追加配置す

る不確かさの考慮を行った。 (乙 13(6-5-35頁 ))

そして,被告が十分な不確かさを考慮していること,すなわち,こ れに

よって 「ばらつき」を考慮していることについては,原子力規制委員会

が,科学的,専門技術的見地から評価対象となる地震に関する特性も踏

まえつつ判断して,新規制基準に適合していることを確認している (乙

16(14～ 1.8頁 ))。

原告らの主張について

原告らは,地震ガイ ドI.3.2.3(2)に おける「経験式が有する

ばらつき」に言及する規定を「不確かさの考慮」とは別である旨主張する

(原告ら準備書面 35第 1の 2(2頁 以下))。    |

(1)

16「 東南海 ,南海地震等に関する専門調査会 (第 16回 ),東 南海 ,南海地震に関する報告
(案 ),平 成 15年 12月 16日 」中央防災会議 ,2003.
17 断層面のなかで特 に強い地震波 (強震動 )を 発生させる領域。答弁書の図 44(128頁 )

では,緑色で示されている。

(2)

11



しかしながら,基準地震動の策定の実務及び現在の科学的知見を踏ま

えると,地域特性を踏まえた「不確かさ」を考慮することによって「ばら

つき」を考慮したといえることは,上記 2で述べたとおりである。原告ら

の主張は,地震ガイ ドの規定を正解 しないものであり,理 由がない。

ちなみに,原告らは,地震等検討小委員会の議論を経て地震ガイ ド I.

3,2.3(2)が 規定されたことにも言及するが,上記 2に おける被告

の主張は,同 小委員会のメンバーだった川瀬博京都大学特任教授,入倉

孝次郎京都大学名誉教授及び釜江克宏京都大学特任教授の意見を踏まえ

たものであるから,む しろ,被告の主張の合理性を裏付けるものである。

121 原告らは,被告の基準地震動策定にあたり,内陸地殻内地震における

地震規模設定に際して用いた経験式がいずれも平均像を示すものである

旨主張する (原告ら準備書面 35第 1の 3(3頁 ))Ь

原告らの主張の意図は明確ではないが,原告ら準備書面 35第 1の 2

における主張を前提としたものであると推測されるところ,当 該主張に

理由がないことは上記(1)の とおりである。また,被告が不確かさを考慮

して策定した基準地震動は,適切にばらつきが考慮されたものであって ;

単なる平均像ではない。

(創  原告らは,原子力規制委員会が被告の地震動評価を審査するに際し,|

松田式,壇 ほか (2011), Fujii and Matsu'ura

(2｀ 000)及 び入倉・三宅 (2001′ )と いった経験式のばらつきを考

慮していないかのように主張する (原告ら準備書面 35第 1の 4(3頁

以下))6

しかしながらす被告が地域特性を踏まえた「不確かさ」を考慮した評価

を行い,適切に「ばらつき」を考慮していること,そ して,その被告の評
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代

価を原子力規制委員会が審査し,新規制基準に適合していることを確認

していることは,上記 3で述べたとおりであり,原告らの主張に理由はな

しヽ

に)原告らは,大阪地裁令和 2年 12月 4日 判決において,「経験式のばら

つき」を検証する必要がある旨を判示したとして当該判示を引用する (原

告ら準備書面 35第 1の 5(4頁 ))。

同判決は,地震ガイド I。 3.213(2)に おける「震源モデルの長さ

又は面積,あ るいは 1回の活動による変位量と地震規模を関連付ける経

1験式を用いて地震規模を設定する場合には,経験式の適用範囲が十分に

検討きれていることを確認する:その際,経験式は平均値としての地震

規模を与えるものであることから,経験式が有するばらつきも考慮され

ている必要がある。」との規定について,「基準地震動の策定に当たって

は,経験式が有するばらつきを検証して,経験式によって算出される平

均値に何らかの上乗せをする必要があるか否かを検討すべきである」と

、 解釈した上で,原子力規制委員会が当該検討をすることなく,設置許可

基準規則に適合している旨の判断をしたことは,そ の判断過程に看過し

難い過誤,欠落があるとして,設置変更許可処分が違法であると判断し

たものである。

そもそも,原告らがどのような意図で引用するのかは明確ではないが ,

同判決は,行政訴訟に係る判決であるところ,本件訴訟は,本件発電所に

おいて原告らの人格権を侵害する具体的危険の存否が争われる民事訴訟

であることから,そ の判示をそのまま本件訴訟に用いるのは適切ではな

い 。

この点を措くとしても;被告が,適切に「ばらつき」を考慮しているこ

13



とは上述のとおりであるし,地震等検討小委員会の委員であつた川瀬博

京都大学特任教授,入倉孝次郎京都大学名誉教授及び釜江克宏京都大学

特任教授が一致して 「経験式によって算出される平均値に何らかの上乗

せをする必要があるか否かを検証」する必要があるとの判示を否定する

意見を述べている
18を

しかも,地震ガイ ドは,原子炉等規制法の委任を受けた設置許可基準

規則でも行政手続法上の審査基準でもなく,審査官の審査の用に供する

ために原子力規制委員会が策定した手引きであり,その策定及び解釈の

権限は専ら原子力規制委員会にある。そして,原子力規制委員会は明確

に「観測デエタのばらつきを反映して計算結果に数値を上乗せする方法

は用いていない」 (乙 553)と の立場を表明している。したがつて,上

記判示は,地震ガイ ドの策定者 (原子力規制委員会)の意図を離れた独自

の解釈を示したものに過ぎず,被告の基準地震動の合理性を失わせるも

のでないのはもちろんのこと,本件訴訟において考慮すべき理由もない。

ちなみに,同判決が独自の解釈に基づくものであることは,こ れまで

に経験式によって算出された数値への上乗せの要否が争われた裁判例に

おいて ,上乗せが必要と判示したものはないことからも明らかである。

18 例えば,川 瀬博京都大学特任教授は,「本件一審判決 (被告注 :大阪地裁令和 2年 12月
4日 判決)に おいて,「 ば′らつき条項」第 2文は,経験式から算出されるMOの 上乗せを求
めるという積極的な意味が込められていた,と するが (判決書・P125上 から 1行 日ない
し 6行 日),地震等検討小委員会においてこの「ばらつき条項」が追加される際に,そ れま
で行われていなかったMOの 上乗せを新たに検討するよう求める趣旨を込めていたとの認
識を持っていた委員がいたとは私は認識していないと」 (乙 542(11～ 12頁 ))と 述
べている

′
。また,入倉孝次郎京都大学名誉教授は,「 ばらつき条項」が設置された経緯を踏

まえ,「一審判決の言う「ばらつき条項」は地震モ=メ ントMOの 上乗せやその要否の検討
を求める文章ではない。」 (乙 543(3頁 ))と 明確に否定している。釜江克宏京都大学
特任教授も,「経験式に対 しての「不確かさ (ば らつき)」 に言及することには積極的では

ありませんでした」 (乙 544(7頁 ))と 述べた上で,ば らつきを定量的に評価すること
について 「地震等検討小委員会の専門家間のコンセンサスは何ら形成されていませんでし

た」 (乙 544(8頁 ))と 述べるなど,や はり,当 該記載がMOの 上乗せやその要否の検
討を求める趣旨ではない旨の意見を述べている。
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本件訴訟 を本案 とす る保全事件で も否定 されているため ,以下 ,該 当す

る判示箇所 を引用 してお く。

「経験式によって得られる数値は平均値でありす基になったデータの

数値との間には当然のことながら乖離が生じることになる。上記 (2)②

の『経験式は平均値としての地震規模を与えるものである』とは,こ のこ

とを指していると解される。そして:地震動は,各地震の震源特性,伝播

特性及び増幅特性等の地域特性によって相違が生じるから,経験式によ

って得られた数値と基になったデータの数値との乖離には,前記の地域

特性の相違が反映されていると考えられ,経験式に基づき地震動を予測

する場合には,経験式の適用範囲を踏まえてその適用範囲を逸脱 (外挿 )

しないように注意する (上記 (2)① の「経験式の適用範囲が十分に検討

されていることを確認する。」とはこのことを指していると解される。1)

とともに,地域特性を十分に把握する必要がある (上記 (1)の 「地震発

生様式,地震波の伝播経路等に応じた諸特性 (その地域における特性を

含む。)が十分に考慮されている必要がある。」とはこのことを指してい

ると解される。)。 もっとも,地震動の予測に際しては,地震が破壊現象

でぁることに伴う偶然的不確走性及び地中の状態を事前には完全に知り

えないことに伴う認識論的不確定性を排除することができないから,上

記 (2)①のとおり経験式の適用範囲に注意し,かつ,上記 (1)の とお

り地域特性を十分に把握するための努力をしたとしても,事前予測を超

える地震動が生じるリスクは避けられない (超過事例①ないし⑤)。 この

ようなリスクをできるだけ軽減するためには,各経験式の変数 (パ ラメ

ータ)の設定に際し,上記の偶然的不確定性及び認識論的不確定性を考

慮に入れ,地域特性を踏まえた幅のある設定をする (松田式についてい

15



えば,断層長さについて幅のある設定をする)こ とが必要であり,上記

(2)② の 「経験式は平均値としての地震規模を与えるものであること

から,そ の不確かさも考慮されている必要がある。」とはこのことを指す

と解される。
′・・・抗告人らの主張の,データのばらつきを定量的に予測

結果 (経験式の適用結果)に上乗せする手法は,経験式の意義を失わせる

ばかりでなく,上記 (1)の 地域特性の相違′の軽視につながるものであっ

て,採用できない。」 (広島高裁平成 29年 12月 13日 決定 (判例時報

2357・ 2358合 併号 300頁 ))

なお,上記判示箇所は,本件訴訟を本案とする保全事件の抗告審決定

のものであり,当 該抗告審決定は異議審決定
19で取り消されているが,上

,記 判示箇所については,誤記訂正 (上記引用開始箇所から25行 日の「不

確かさ」を「ばらつき」に訂正)の上で異議審の判断内容として引用され

ているも      ヽ

第 2 原告ら準備書面 36に ついて
r原
告ら準備書面 36に おける原告らの主張は,概ね従前の主張の繰 り返

しであることから,以下,必要な範囲で反論又は主張の補充を行う。

1 「第 1 強震動予測に関する主張について」について

原告らは,被告が「大きい方向のばらつきを考慮する必要がないかのよ

うな主張」をしたかのように主張する (原告ら準備書面 36第 1(2頁 以
|

下))。

しかしながら,被告が本件発電所の地震動策定にあたって適切に 「ばら

つき」を考慮して―いることは,被告準備書面 (4)第 2の 2(1)イ (イ )a(8

19 広島高裁平成 30年 9月 25日 決定 (裁判所ウェブサイト i https:〃 wwwo courtS.go.ip/
app/files/hanfei_jp/064/088064_hanrei.pdf)
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9頁以下),被告準備書面 (21)第 3(93頁 以下 )及 び本書面第 1で詳

し:く 述べた とお りであ り,原告 らの反論は当を得 ない。

2 「第 2 耐専式の排除について」について

原告らは,被告が応答スペクトルに基づく地震動評価に用いた耐専スペ

クトル及びその他距離減衰式の適用性に関する原告らの主張 (原告ら準備

書面 27(10～ 11頁 ))に 対して具体的反論がない旨主張する (原告ら

準備書面 36第 2(3頁 ))ど

しかしながら,被告が応答スペクトルに基づく地震動評価に用いた経験

式の適用性を判断したことは,準備書面 (21)第 3の ユ121工 (111頁 以

下),第 3の l121カ (115頁 以下)の とおりであるから,更なる反論の要

をみない。

3 「第 3 断層モデルを用いた手法による地震動評価について」について

(1)ア スペリティの応力降下量に係る不確かさの考慮に関する地震・津波

に関する意見聴取会における検討内容について

原告らは,基準地震動を策定する上で考慮すべき応力降下量の不確か

さに関し,平成 24年 8月 17日 に開催された地震・津波に関する意見

聴取会 (地震動関係)の 第 7回会合の配布資料 (甲 B157)に おいて ,

第 4回会合における藤原広行委員のコメントが残っていることをもうて ,

「1.5倍 又は 20MPaの 大きい方」という整理案には出席者らの総

意が反映されていない旨主張する (原告ら準備書面 36第 3の 1(1)(3

頁以下))。                       …

被告は,準備書面 (21)の 127頁 4行 日～ 7行 日において,「第 6

回以降の議事録については公開されていないことから,具体的な議論の

状況は不明であるが」と記載したが,地震・津波に関する意見聴取会 (地
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震動関係 )」 の第 6回及び最後 の第 7回 の議事録が公開されていること

が判明 した。第 6回及び第 7回 の議事録の内容 を踏 まえ,以下のとお り

主張 を補充する。

「 1.5倍 又は 20MPaの 大きい方」と いう整理案が示された第 7

回会合の議事録 (乙 554)に よると,事務局が整理案 (乙 501)に お

いて ,不確かさとして考慮すべき応力降下量 を「 1.5倍 又は 20MPa

の大きい方」 とい う具体的数値 を示 したのに対 して出席者か らの特段の

異論はなかうた。具体的には ,山 中浩明委員か ら,20MPaと いう具体

的数値 の根拠 を資料に追記 した方がよい旨の意見が述べ られたものの ,

20MPaと いう数値そのものに反対す るものではなかった (乙 554

(37頁 ))し ;第 4回会合で「25MPa」 という数値 を例示 した藤原

広行委員か ら'は ,「 これまでに幾つか発言 した内容が盛 り込まれている

と思います 1」 (乙 554(37頁 ))と 明確 に賛意が示された。そ して ,

その他 の委員か らは何 ら意見が述へ られていないことも踏まえると,「 1.

5倍又は20MPaの大きい方」とすることについて出席者らの総意が

反映されていることは,明 らかである。

したがって,原告らの主張に理由はない。

121 新潟県中越沖地震の応力降下量の不確かさについて

原告らは,宮腰ほか (2015)20(乙 142)を 示して,新潟県申越

沖地震のアスペリティの応力降下量について 23,7MPaと の知見が

示されているから,応力降下量について,1.5倍 又は 20MPaの 大き

い方を不確かさとして考慮するのでは不十分であるかのように主張する

20 「強震動記録 を用いた震源イ ンバージョンに基づ く国内の内陸地殻内地震の震源パラメ
ータのスケー リング則の再検討」宮腰研・入倉孝次郎・釜江克宏 ,日 本地震工学会論文集,15-
7,141-1,6,2015.
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21

(原告 ら準備書面 36第 3の 1(2)(4頁 ))。

原告らの主張は,そ もそも宮腰ほか (2015)(乙 142)の どの記

載を踏まえたものなのかが明確にされていないが, 23.7MPaと い

う数字を頼りにすれば,表 4の No.5の 上段 (Reference N

o.40)に おいて SMG△ 1及び 2の応力降下量 (Stress dr

op)が 23,7MPaと 表記されていることを指していると思われる。

以下では,その前提で反論する。

この 231 7MPaと いう応力降下量の数値は,フ ォワ∵ドモデリン

グ法 (断層面,アスペリティの位置,面積等を設定した断層モデルの作成

とその断層モデルから解析的に得られる計算波形が観測記録と整合する

かどうかの確認とを繰り返し,こ れらが整合するまで試行錯誤的に断層

モデルを設定し直す作業を行うことにより震源断層モデルを設定する手

法)を用いて設定されたものである。同手法によった場合,最初の手順と

して聯層モデルを設定することになるので,断層長さ,断層面積,ア スペ

リティの面積等については,あ る程度,研究者の作為が加わることにな

る。このデータ元の文献は,倉橋ほか (2008)21(乙 555)で ある

ところ (宮腰ほか (2015)の Reference No.40,(乙 1

42(147頁 ,154・頁)),倉橋ほか (2008)で は,フ ォワード

モデリング法によリアスペリティ面積等のパラメータを設定しておりぅ

そのアスペリティ面積,ヒ
22は 12～ 13%程度と推定される23(図 1)。

「経験的グリーン関数法を用いた 2007年 新潟県中越沖地震の震源モデルの構築 (南 東傾
斜モデル)」 倉橋奨,正木和明,宮腰研 ,入倉孝次郎, 日本地球惑星科学連合 2008年 大会
予稿集 ,S146-P017,2008.
震源断層全体の面積に対するアスペリティの総面積の比

倉橋ほか (2008)に おける新潟県中越沖地震の断層モデルのアスペリティ面積比につ
いては,倉橋ほか (2008)に は具体的な数値が公開されていない (乙 555)も のの ,

22

23
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このアスペリティ面積比は,強震動予測レシピに示されている内陸地震

におけるアスペリティ面積比を平均 22%と する知見及び 15～ 27%

とする知見 (乙 126(10頁 ))と 比較して小さく設定されている。そ

して,あ るアスペリティ面積とあるアスペリティ応力降下量で 1つ の地

震動レベルを再現できる場合,アスペリティ面積をそれより小さくする

のであれば,応力降下量は大きくしないと計算される地震動レベルは実

際よりも小さくなるし,逆に,ア スペリティ面積をそれより大きくする

のであれば,応力降下量を小さくしないと計算される地震動レベルは実

際よりも大きくなる。つまり,ア スペリテイの応力降下量は,ア スペリテ

ィ面積と反比例する関係にあることから,倉橋ほか (2008)で は,ア

スペリティ面積を小さくすることにより,アスペリティの応力降下量が

実現象よりも大きく設定されている可能性が示唆される。現に,宮腰ほ

か (グ 015)の 表 4に おいて,倉橋ほか (2008)と ともに引用され

ている山本・竹中 (2009)24(宮 腰ほか (2015)の 表 4の No.

5の下段 (Reference No.41(乙 142(147頁 ,15

5頁 ))におけるアスペリティ面積比は,強震動予測レシピが示す知見と

も整合的な 20%と 設定されているところ,ア スぶリティの応力降下量

は 14.8～ 1′ 9.5MPaと なっている (乙 557(56～ 57頁 ))。

倉橋ほか (2008)の 著者 らが新潟県中越沖地震を対象 として公開している資料 (入倉ほ
か (2008)(乙 556)に 具体的な断層モデルが図示されている (乙 556(30枚 目))

ため,そ れに基づき被告が震源断層の長さ及び幅並びにアスペ リティの長さ及び幅を読み取

り,面 積比の計算を行うた。その結果 ,震源断層の長さは 36～ 37k皿,同幅は 18～ 19
kmと 推定され ,図 中に示されているアスペ リティの長さ及び幅 も踏まえて計算すると,ア
スペ リティ面積比は 12～ 13%程 度と推定される。         

｀

24「 経験的グリーン関数法を用いた 2007年 新潟県中越沖地震の震源のモデル化」山本容
維・竹中博士,地震 2,62,pp.47-59,2009.
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図1 倉橋ほか (2008)に おける新潟県中越沖地震の断層モデル

他のパ ラメータが全 く同 じであれば,ア スペ リテ ィの応力降下量が大

きい方が ,強 い地震波 を放 出す ることは事実であるが ,ア スペ リティと

敷地 との距離 ,位置関係等 によって も地震動の影響が異なつて くるし ,

アスペ リティ全体 ,断 層全体 を見た場合には,ア スペ リティの応力降下

量が若千小さくとも,ア スペ リティ面積が大き く,放出され るエネルギ

ーが全体 として大きい方が地震動の影響がよ り大き くなる場合 もある。

このため,設定 したアスペ リティの応力降下量の妥 当性 を既往の知見 と

比較するにあたっては ,特定の知見 (断 層モデル )に 示された 1つ のアス

ペ リティの値のみに捉われ るのではな く,複数のアスペ リティが設定 さ

れている場合 には他 のアスペ リティの応力降下量 を,複 数の知見がある

場合 にはそれ らの知見 も踏 まえ ,さ らに,ア スペ リティ面積比やアスペ

25 「2007年 新潟県 中越沖地震の強震動 ―なぜ柏崎メJ羽 原子力発電所は想定以上の破壊
的強震動に襲われたのか ?― 」入倉孝次郎・香川敬生・宮腰研 。倉橋奨 ,http://www.koii
ro― irikura.jp/pdf/cyuetsu 080319.pdf,2008年 3月 19日 再修正版 .
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リティと敷地 との距離 ,位置関係等 も考慮 して ,そ の妥 当性 を判断す る

必要がある。

そ して ,被告 による敷地前面海域の断層群 (中央構造線断層帯 )の 地震

動評価 の うち ,ア スペ リティの応力降下量の不確かさを考慮 したケース

で設定 したアスぶ リティ面積比 とアスペ リティの応力降下量 との関係 を

倉橋ほか (2008)と 比較すると,被告の設定 したアスペ リティの応力

降下量の値 こそ倉橋ほか (2008)よ ,り やや小さいものの ,ア スペ リテ

ィ面積比は 2倍程度大きい26。 っまり,短周期の大きなエネルギニを放出

する面積を大きく設定しているので,ア スペリティ全体のエネルギーと

しては,倉橋ほか (2008)に よる新潟県中越沖地震のアスペリティと

比較しても十分に大きくなつているといえる。

また,宮腰ほか (2015)(乙 142)に 示されている新潟県中越沖

地震のアスペリティの応力降下量についても,フ ォワードモデリング法

とは異なる震源インバージョン法
27に よる応力降下量が示されている表

3では,新潟県中越沖地震 (Noi 5)の アスヘリティの応力降下量 (△

σ asp)は , 19,5MPaと いう値が示されているし (乙 142(14

5頁 )),フ ォワードiモデリング法による応力降下量が示されている表 4

では,新潟県中越沖地震 (No.5)の アスペリテイの応力降下量 (St

ress drop)は ,倉橋ほか (2008)の 最大値で 23.7MP

26 倉橋ほか (2008)で 設定されている新潟県 中越沖地震のアスペ リティ面積比及びアス
ペ リティの応力降下量がそれぞれ 12～ 13%;23t7MPaで あるのに対 し,被告が敷
地前面海域の断層群 (中央構造線断層帯 )の評価 においてアスペ リティの応力降下量の不確
かさを考慮 したケースで設定 したアスペ リティ面積比及びアスペ リティの応力降下量は,壇

ほか (2011)を 用いたケースでそれぞれ 27.9%, 20.OMPaで あり,Fuji
i and Matsu'ura(2000)及 び入倉・三宅 (2001)を 用いたケース
でそれぞれ 21.5%,21.6MPaで ある (乙 13(6-5-76～ 6‐ 5-93頁 ))。
27 得 られた観測記録に基づいて断層のすべ り量の大きい領域 (ア スペ リティ領域)を求め ,

断層モデルを設定する手法で,観測記録からある程度自動的に断層モデルが導かれる。
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aで あるものの ,山本・竹 中 (2009)の 最大値で 19.5MPa,倉

橋ほか (2008)及 び山本・竹 中 (2009)の 平均値 (averag

e)と しては 191 9MPa(乙 142(147頁 ))と なっている。こ

のことから,被告の設定したアスペリティの応力降下量 (20,OMPa

文は 21.6MPa)は ,倉橋ほか (2008)の 最大値をやや下回ると

しても,他の評価結果も含めて比較をすれば,新潟県中越沖地震におけ

,る アスペリティの応力降下量と同水準のものとなっていることがわかる。

さらに;被告は,敷地前面海域の断層群 (中央構造線断層群)の アスペ

リティを保守的に断層上端,すなわち,よ り敷地に近い位置に配置して

いる (倉橋ほか (2008)の 断層モデルを見ると,新潟県中越沖地震の

アスペリティはやや深めに位置している。)こ とも考慮すれば,地震動評

価の観点において,被告の設定したアスペリティの応力降下量は十分に

保守性を有しており,妥当なものとなっている。

以上のことから,宮腰ほか (2015)の 表 4の No.5の 上段 (Re

ference NO.40)に おいて SMGAl及 び 2の応力降下量

(Stress drOp)が 23,7MPaと 表記されているからと

いうて,応力降下量について,1.5倍 又は 20MPaの 大きい方を不確

かきとして考慮することの合理性が欠けることにはならない。したがつ

て,原告らの主張は理由がない。

4 「第 4 プレー ト問地震について」について

(1)被告が応答スペクトルに基づく地震動評価において設定した地震規模

について

原告らは:被告が南海ホラフの巨大地震の応答スペクトルに基づく地

震動を評価するにあたり,地震規模としてMW8.3を 用いたことに対
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し,司 ほか (2016)28(甲 B158)を 基に,等価震源距離を用いる

耐専スペクトルを適用するにあたり,Mw8.3と して地震動を評価す

ることは誤りであると主張する (原告ら準備書面 36第 4の 2(1)(5頁

以下))と

被告が,南海 トラフの巨大地震の応答スペクトルに基づく地震動評価

において,内 閣府検討会 29の検討結果を基にMw8.3を 用いたことの合

理性については,被告準備書面 (4)第 2の 212)ウ (117頁 以下)で述

べたとおりである。

そもそも,耐専スペクトルをはじめとした距離減衰式から算定される

予測値は,式の策定に用いた基データ (地震観測記録)に 強く依存してい

るので,信頼性のある評価結果を得るためには,適用範囲 (基データの地

震の範囲)に十分留意して用いる必要がある。この点2耐専スペクトル

は,M5.5～ 7.0の観測記録を用いて回帰分析が行われ ,さ らにM5,

4～ 8.1の 国内外の地震に対する再現性が確認された上で,理論的検

討によって外挿し,M8.5ま での地震動評価に適用できるよう策定さ

れた手法である (乙 179(45頁 ))。 つまり,耐専スペクトルが適用

可能な地震の範囲は,地震規模でM5.5～ 8。 5と されているのである

から,Mw9.0ク ラスの地震は,こ の適用範囲を大きく外れることにな

り,原則として,適用はできないことになる。そうであれば,司 ほか (2

016)に おいて,「断層最短距離を用いる場合M帝 9ク ラスの東北地震

による地震動最大値の平均的強さはM帝 8ク ラスのそれと同程度であり,

Mwに対する飽和現象が見られることが分からた。一方,等価震源距離

28「 プレエ ト境界巨大地震の地震動距離減衰特性―伝播特性に着目した検討一」司宏俊,綴
籟‐起,三宅弘恵, 日本地震工学会論文集,第 16巻 ,第 1号 (特集号),2016.
29 内閣府の 「南海 トラフの巨大地震モデル検討会」
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を用いる場合,同様な現象は確認できなかった。」 (甲 B158(96

頁))と指摘されているとしても,耐専スペクトルの適用範囲を大きく超

える地震規模をそのまま適用することが適切とはいえない。

そして,外挿として適用範囲を大きく超えるMw9,0ク ラスの地震

にも耐専スペクトルが適用可能であるというには,十分な観測データを

用いて適用性の検証がなされる必要があるが,Mw9,0ク ラスの地震

の発生が極めて稀であるため,適用性を十分検証をすることは現時点に

おいては困難であるもこうした状況を踏まえても,、 南海 トラフの巨大地

´
震の応答スペクトルに基づく地震動評価において,地震規模をMw9.

0で はなく,耐専スペクトルの適用範囲や内閣府検討会での議論を踏ま

え,Mw8.3を 適用した被告の評価は合理性を有している30。

したがつて,被告が耐専スペクトルを適用するにあたって,地震規模

をMw8.3と して適用したことに何ら不合理はなく,原告らの主張は

理由がない。

121 耐専スペクトルの「ばらつき」の考慮について

原告らは,耐専スがクトルにも大きなばらつきがあるにもかかわらず ;

被告が全くこれを考慮していない旨主張する (原告ら準備書面 36第 4

の 2121(6頁 ))。 「

経験式が有する「ばらつき」については,地域特性を踏まえた「不確か

さ」を考慮することによって対応していることは上記第 1で述べたとお

りである。そして,南海 トラフの巨大地震の応答スペクトルに基づく地

震動評価においては,内 閣府検討会の南海 トラフの巨大地震 (陸側ケー

30 ちなみに,被告は,断 層モデルを用いた手法にょる地震動評価では地震規模 としてMw9,
0を 想定 した評価 を行い,そ の結果 ,南 海 トラフの巨大地震による地震動が基準地震動 Ss
-1を 大きく下回る水準であることを確認 している (乙 13(6-5-236頁 ))。
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ス)を基本震源モデルとし (基本震源モデル自体があらゆる可能性を考

慮した最大クラスの巨大地震として作成されたモデルであり,既 に十分

な不確かさが考慮されたものであることは,上記第 1の 3で述べたとお

りである。),当 該モデルの強震動生成域に加え,さ らに敷地直下にも強

震動生成域 を追加配置する不確かさの考慮 を行 っている (乙 13(6-

5-35頁 ))。 したがって ,ば らつきを全 く考慮 していないとす る原告

らの主張は理由がない。

13)2011年 東北地方太平洋沖地震における観測記録 との比較について

原告 らは,被告 の南海 トラフの巨大地震 に対する地震動評価結果 につ

いて, 20Ь l年東北地方太平洋沖地震における観測記録と比較して,

最大 181ガ ルという結果はあまりに観測値とかけ離れていると主張す

る (原告ら準備書面 36第 4の 3(1)(7頁 ))。

しかしながら,被告は,内 閣府の検討会があらゆる可能性を考慮した

最大クラスの巨大地震として想定した震源断層モデルを採用
｀
して地震動

を評価 し,そ の妥当性は原子力規制委員会が確認している (乙 16(12

～ 18頁 )。 す方,地震動は,観測地点の地域特性によって大きく異なる

のであり,地域特性の違いを無視して比較する意味はなく,地域特性の

異なる地点において大きな最大加速度が観測されたからといって,それ

が被告の地震動評価の結果の合理性を失わせることはない。

2011年 東北地方太平洋沖地震の震源域に比較的近い福島県沿岸の

K一 NET及 びKiK｀一hetの 観測記録並びに地表付近にまで S波速

度が 2, 000m/秒 以上の極めて堅硬な岩盤が広
′
カミっている観測地点

(井出川観測点 :S波速度 2,000m/秒 ,需平観測点 iS波速度 2,

700m/秒 ,小玉川観測点 :S波速度 2,200m/秒 (乙 558(5
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42頁 ))と 以下, これらの観測点を総称して「硬質岩盤サイ ト」とい

う。)の観測記録を図 2に 示す 31。 図 2を見ると震源に近くても最大加速

度が比較的小さな地点もあれば,逆にそれらの地点よりも震源から遠く

ても大きな最大加速度を記録している地点もあり (最大加速度 150ガ

ル程度の地震動を観測した硬質岩盤サイ トの近傍に位置する防災科学技

術研究所の観測地点の中には, 1, 000ガルを超える最大加速度を観

測した観測点もある。),地域特性によって地震動の大きさが異なること

は二目瞭然である。

したがって,原告らの主張に理由はない。

31 硬質岩盤サイ トにおける地震動の観測は,電力会社 12社 (被告,北海道電力株式会社 ,

東北電力株式会社,東京電力株式会社,中 部電力株式会社,北 陸電力株式会社,関 西電力株
式会社,中 国電力株式会社,九州電力株式会社,日 本原子力発電株式会社;電源開発株式会
社及び日本原燃株式会社)が共同して行っている。
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ガル井出川

Vs=2700m/
綽平 157ガル

小玉川145ガ )レ
VS書2200m/s)

412
B
■600

☆ 震央

‐ 震源域

観測記録

B O-100 gal

■  100-200 gal

B 290-500 gal

■  500-1000 gal

■ 1900 gal―

図中の数字は3成分のうちの最大加速度を記載 (単位はガル)

(防災科学技術研究所公表の K一 NET及 び KiK一 net観 測記録及び乙 559を 基

に被告作成)

図 2 2011年 東北地方太平洋沖 地震 における硬質岩盤サイ トの観測記録

ィ    とその周辺のK一 NET及びKiK一 netの観測記録

14)フ ィリピン海プレー トの地震と太平洋プレー トの地震との違いについ
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て

原告 らは,フ ィリピン海プ レー トの地震が太平洋プレー トの地震よ り

も小さめになる ことについて ,ス ラブ内地震ではいえて もプレー ト境界

の地震ではそのよ うな ことはいえない旨主張す る (原告 ら準備書面 36

第 4の 312)(7頁 以下))。

しか しなが ら,日 本の太平洋プレー トのプレー ト間地震が他地域のプ

レー ト間地震よ りも短周期 レベルが大きいことは,原子力規制庁の安全

研究成果報告書が ,「地震モーメン トと短周期 レベルの関係においては ,

日本のプレー ト間地震 と国外 のプレー ト間地震 による断層パ ラメータの

違いはほとんどな く,平均的に壇ほか (2001)32の 0.5倍 か ら 2倍

の 間であることが分か つた。地域 ごとに見た場合 , 日本の太平洋プ レー

トでは,壇ほか (2001)の 1倍か ら 2倍で ,ほかの地域に比べて大き

いことが分かった。」 (乙 560(74頁 ))と 指摘 しているとお りであ

るし,太平洋プ レ■ 卜及び フィ リピン海 プ レー トのプレ下 卜間地震 に関

する差異について も,佐藤 (2010b)33(乙 561)が ,日 向灘 にお

けるフィリピン海プ レ
ニ トのプレー ト間地震 も含 めた検討を行 った上で ,

「プレー ト境界地震で も,太平洋プ レー トの地震の方がフィリピン海プ

レー トの地震よ り大きね 」 (乙 561(75頁 ))と 指摘 しているとお り

である。   1

32 「断層の非一様すべ り破壊モデルから算定される短周期レベルと半経験的波形合成法に
よる強震動予測のための震源断層のモデル化」壇一男,渡辺基史,佐藤俊明,石井透,日 本
建築学会構造系論文集,第 66巻 ,第 545号 ,51-62,2001.
33「 日本のスラブ内地震とプレー ト境界地震の水平・上下動の距離減衰式」佐藤智美,日 本
建築学会構造系論文集,第 75巻 ,第 647号 ,6776,2010.■
なお,本論文については,被告準備書面 (4)等 で「佐藤 (2010)」 と表記してきた
乙 160(「 逆断層と横ずれ断層の違いを考慮した日本の地殻内地震の短周期レベルのス
ケーリング則」佐藤智美 ,日 本建築学会構造系論文集 ,第 75巻 ,第 651号 ,923-932,2010,)
と区別するため,「佐藤 (2010b)」 と表記する。
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したがって,原告らの主張に理由はない。

15)観測記録の有無について

原告らは ,南海 トラフの地震に関して,観測記録が存在しないために

伝播特性を把握することができないから,事前の地震動予測は困難であ

り過小評価を生む可能性が高いと主張する (原告ら準備書面 36第 4の

313)(8頁以下))。     十

被告は,本件発電所の敷地において,到来方向によって地震動の顕著

な増幅が無いことを確認した上で,南海 トラフの巨大地震の地震動評価

にあたっては,応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用

いた手法による地震動評価を行っている。'そ して,応答スペクトルに基

づく地震動評価は,過去に得 られた多数の地震観測記録に基づき,地震

規模及び断層からの距離等から経験的に地震動レベルが計算できる手法

であることから,南海 トラフの地震観測記録が存在せずとも信頼性のあ

る地震動評価が可能である。また,断層モデルを用いた手法による地震

動評価は,評価地点における観測記録がない場合であっても評価が可能

な手法として統計的グリーン関数を用いる手法や理論的手法があり,強

:震動予測レシピや内閣府検討会の評価等において広く用いられていると

ころ,被告は,内 閣府検討会と同様に統計的グリーン関数を用いた地震

動騨価を実施しており (乙 16(16ペ エジ)),同様に,南海 トラフの

地震観測記録が存在せずとも信頼性のある地震動評価が可能である。

したがって,南海 トラフの地震観測記録が存在しないために伝播特性

を把握することができないから,事前の地震動予測は困難であり過小評

価を生む可能性が高いとの原告らの主張に理由はない。
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(6)フ イリピン海プレー ト上面までの距離について

原告 らは,内 閣府検討会 の想定す る南海 トラフ巨大地震 における震源

断層面か ら本件発電所敷地 までの断層最短距離は 3 5kmで あるとして ,

被告が フィ リピン海 プレー ト上面か ら地表 までの距離 を 4 1kmと 説明 し

ていることを誤 りで あるかのよ うに指摘する (原告 ら準備書面 36第 4

の 314)(9頁 以下 ))。

しか しなが ら,「 4 1km」 との評価 は,被告が本件発電所の敷地周辺地

域 にお ける微 小地震発 生状況等か らフィ リピン海 プ レー トの形状 の調

査・検討 を行 った結果 を踏 まえたものである (答弁書「請求の原因に対す

る認否」第 4の 2121ウ (イ )(300～ 302頁 ),被 告準備書面 (4)第

2の 2(2)イ (113～ 114頁 ))。 このことは ,松崎ほか (2003)

34(乙 164)に おける伊予灘周辺の地震発生層上面の深 さ (地表 とフィ

リピン海プ レー ト上面 との距離 に相当)に 関する知見 (図 3。 図 3を 見 る

と,本件発電所の敷地は, 4 0kmの 等深線 と 4 5kmの 等深線の間に位置

することがわかる。)と も整合的である。

34 「震源分布からみた伊予灘周辺フィリピン海プレー トの形状および地震特性」松崎伸―・
大野裕記・池田倫治・福島美光,地震 2,56,3,267-279,2003.
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図13 伊 予灘 周辺 にお ける地震発生層上面 の深 さ

したがって,被告の説明は適切であるし,そ もそも;被告は;プ レエト

間地震の地震動評価においては,内 閣府検討会が想定した南海トラフ巨

大地震の断層モデルを用いており,南海トラフ巨大地震における震源断

層面から本件発電所敷地までの断層最短距離は 3 5kmと して地震動評価

を行っているのであるから,原告らの主張は意味をなさない。

ちなみに,原告らはフィリピン海プレ▼ ,卜 上面から本件発電所敷地ま

での距離が 3 5kmの場合;女川原子力発電所で観測した地震動の2.7

7倍 (4 1kmの 場合は 2,25倍 )の地震動が生じ得るかのように指摘す
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るが ,同発電所 と本件発電所 とでは地域特性が全 く異なるのであるか ら ,

敷地 と震源 との距離の違 いか ら地震動の強 さを単純 に比較す るのは誤 り

である。

以 上
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